
【基本事項】
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【事業の概要及び分析】

【投入されたコスト・業務量】
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【事業の評価】

令和元年度事務事業評価シート
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現状維持前年度の総合評価
（評価が変わった場合はその理由）

Ａ

適切である

総　合　評　価

 

受益者が偏っていないか
適切な費用負担を求めて
いるか

公債費については、引き続き行財政経営プランに沿いながら確実な返済と抑
制を図る。また、一時借入金については、財政調整基金、公共施設整備金な
どを活用した資金運用を積極的に行い、最小限の費用による財政運営を行
う。

公平性

総務課

財政係

達成度

効率性 適切である

町が行う必要があるか
国・県・民間・住民と役割
分担できないか

現状維持

元金、利子の確定値により返済している。

財務会計システムを活用し、効率的に行われている。

計画的な投資事業の実施などにより、行財政経営プランに沿った返済をする
とともに、公債費の縮減が図れた。

評　　価

Ａ

目標値以上
である

説　　　　　　明

地方債管理は、地方自治法第230条に定められた事務である。

850,903 千円 835,876

妥当性

事業の活動成果は目標
を上回っているか
（下回っている場合は、その理由）

予算、人員と成果を踏ま
え、事業が効率的に行わ
れているか

法律で義務
付けられて
いる

％

835,679千円

令和２年度予算

うち 会計年度任用職員賃金

千円

区　　　　分

Ａ

Ａ

平成30年度決算 令和元年度決算

実　績

達成率

町債返済金及
び一時借入金
利子の支払金

事 業 費 合 計　Ｃ （A＋Ｂ）

指標の算出方法事業の活動成果

（事業の実施によりどのよう
な状態にしたいか）

指標名 単位

千円

令和２年度令和元年度平成30年度

850,000

833,699848,895

100.1%

850,000

根拠法令等の名称

870,000

事業区分 単年度予算 運営方法 直　営

地方自治法第230条

事業の開始・終了

担当係名
11-01-01-10-01、11-01-02-10-01・12-01

目　標行財政経営プランに沿っ
た公債費の返済を計画
的に行う

事業の目的
　（誰に対して）
　（何のために）
　（何を行うか）

104.4%

町債については、施設整備などで借り入れた金額を町財政の健全運営のため、計画的に返済す
る。
また、一時借入金では、資金繰りのため、借入先から一時的に借り入れた金額を返済する。

（予算書コード）

事務事業名 町債（借入金）の返済
担当課名

（事業に始期又は終期がある場合に記入）


